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○ 平 成 二 十 三 年 総 務 省 告 示 第 八 十 七 号 （ イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 電 話 端 末 及 び 専 用 通 信 回 線 設 備 等 端 末 の 電 気 的 条 件 等 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 改 正 す る 告 示 案 
 新 旧 対 照 条 文                                                       （ 下 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

 

 

改  正  案 現    行 

別表第五号 無線設備を使用する専用通信回線設備等端末 

 ［第１～６ 略］ 

第７ 無線設備規則第四十九条の二十第一号から第五号までに規定する小電力デ

ータ通信システムの無線局の無線設備又は無線設備規則第四十九条の二十の

二に規定する五・二 GHz 帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備を

使用する端末設備の電気的条件等 

［１・２ 略］ 

別表第五号 無線設備を使用する専用通信回線設備等端末 

 ［第１～６ 略］ 

第７ 無線設備規則第四十九条の二十第一号から第五号までに規定する小電力デ

ータ通信システムの無線局の無線設備を使用する端末設備の電気的条件等 

 

 

［１・２ 略］ 
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